
1980（昭和55）年
・イトーヨーカドーグループ労働組合連絡協議会結成
・年１回の７日間連休定着運動展開
・組合結成10周年記念事業
・第1回中央経営協議会開催
・支部交付金増額（定額15,000円＋組合員一人当
たり100円）

・資格制度導入
・定年延長要求（55歳から60歳）
・労連共済制度発足

1981（昭和56）年
・組合学校「賃金講座」開催
・杉並区議選「門脇ふみよし」　紹介活動スタート

1982（昭和57）年
・支部安全衛生委員会の定着
・労連機関紙「VIEW」スタート
・支部役員体制変更（事業部別職場委員制度導入）

1983（昭和58）年
・杉並区議選「門脇ふみよし」第2位初当選
・ブロックからゾーンへシフト
・第1回総合意識調査実施
・緊急カンパ基金設立
・ゾーン議長制導入
・賃金専門委員会設置
・ボランティア基金スタート
・賃金専門員会設置

1984（昭和59）年
・人事政策プロジェクト発足
・健康づくりプロジェクト発足
・労働組合「中長期ビジョン」策定
・サービスハンドブック作成
・「さんかゾーン版」スタート
・ユニオンリーダー制発足
・会計担当者会議スタート
・改装前労使懇談会スタート
・給食労懇スタート
・ＣＩＳシステムスタート
・年1回の長期休暇制度導入

1985（昭和60）年
・第2回総合意識調査実施
・休日専門委員会スタート

1986（昭和61）年
・社員群制度導入
・壁新聞コンクール開催
・労使専門委員会スタート

1987（昭和62）年
・エキスパート社員の組織化
・第3回総合意識調査実施
・選択定年制の導入
・分会長制度導入

1988（昭和63）年
・ストア社員の処遇制度整備
・首都圏合同「新入組合員研修会開催」
・年間休日116日（Aパターン者）へ拡大

1989（昭和64・平成元）年
・組合結成20周年記念事業
・定年退職者表彰制度の新設
・調整業績加給制度導入
・年2回7日間長期休暇制導入

1980年《年１回７日連休制》
1980年6月16日、労働時間・休日に関わる団体交渉が行
われました。法定休日以外の各種休日はすべて指定休日と
しての位置づけとし、10日間の連続休暇を要求し、それを
保証する支部労使懇談会の設置と定例化を求め、会社は
難色を示したが、７日間連続休暇を確実に取得することを
確認しました。

1980年《第1回中央経営協議会開催》
組合結成以来、中央労使懇談会はたびたび開かれてきま
したが、1981年5月開催の第1回中央経営協議会は初
めて、経営・営業方針、決算・予算、労働組合の活動方
針等を同一のテーブルについて話し合う正式の場として位
置づけられました。

1983年《杉並区議会に門脇文良初当選》
1983年4月24日の統一自治体選挙の東京・杉並区議会銀選挙で、イトーヨーカドー
グループ労連が担当した組織内候補「門脇ふみよし」が初当選しました。「オルグ隊」
を結成し、杉並区内をくまなく歩き、全力で政治活動を展開し、地域政治の革新のため
に組合が取り組んだ初めての選挙でした。

1984年《ＣＩＳシステムを全店導入》
組合結成以来、年間労働時間の短縮、年間休日の拡大
などに取り組んできました。従来のタイムカードからＰＳカー
ド使用によるＣＩＳシステムに変えることにより、タイムリーに
データを提供し、公平な条件で労務管理の平準化を進め、
企業体質の強化と労働条件の向上を目指しました。

1987年《エキスパート社員が新たな仲間に》
1987年６月、新規採用社員の組合加入と同時にエキスパート
社員1340名が組合に加わり、イトーヨーカドー労働組合は１万
3,500人余の大組織になりました。会社もパートナー社員を重
視して定時社員制度や社員群制度などを経過してエキスパート
社員制度に到達しました。

1988年《休日拡大》
13年ぶりに休日が拡大。労使交渉によって年間休日が6日増
え、116日になり総実労働時間が2000時間をきりました。さらに
連続休暇７日間を年2回取得できるようになりました。

1980年代の主な出来事

1980年代のイトーヨーカドー労使のあゆみ

イトーヨーカドー労働組合の歴史を振り返ろう ！

労働組合結成50周年を機に、労働組合がどのような想いで活動し歩んできたかを今年度発行するSANKA!で10年ずつ振り返っていきます。
第2回は1980年代の10年間を振り返ります。
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　過去からＩＹでは、「営業日、営業時間はお客様が決めるもの」という

考え方のもと、社会環境とニーズに対応していくことを労使で確認共有

し相互理解したうえで、年末年始営業について取り組んできました。過

去は、元日や正月から営業をすることが同業他社でも多くはありません

でした。しかし、社会環境が変化する中、年間365日24時間営業のコ

ンビニエンスストア、外食産業の普及・拡大から、お客様の購買行動も

大きく変わりました。そんな中、年末年始営業については、ダイエー（現：

イオン）の「1月1日最大の一の市」という取り組みから、元日からの営

業が全国に広がっていきました。ＩＹでは、平成7年に会社より年末年始

営業に関する労使協議の申し入れがあり、営業時間の配慮、店連休

や個人の連休取得など当時の代替条件を守り、営業効果のある店舗

で競合与件などを考慮し実施店舗を絞った中で取り組みをスタートしま

した。以降、「ＩＹの営業開始日は1月1日であり、年間平常営業を基本」

としてきました。私たちにとって年末年始営業に関しては毎年のことで

すが、生活者視点では、「正月三が日ぐらい家族と一緒に味わいたい」、

「大晦日や正月松の内期間ぐらいは早く帰りたい」などの気持ちがあり

ます。一方で、社員の立場で考えると「営業時間はお客様が決める事

で、ニーズや営業チャンスがあれば開けるべき」という小売業としての

考えがあります。これらを踏まえ、私たち労働組合は、年末年始営業に

対して、労使協議会を通じて社員の納得感を得ることを前提に営業効

果、地域・競合与件、日々の就業管理など個店毎の状況を確認し、その

事を踏まえ年末年始の勤務体制に関する様々なルールを協議決定し

てきました。しかし、ここ数年の中で社会に大きな環境変化が生じてきま

した。年間営業が当たり前とされてきたコンビニエンスストアの24時間

営業の見直しや、百貨店・食品スーパーでの元日、正月休業の実施な

どの環境変化が起こる中、今年度の春季労働条件交渉で「正月営業

に関する協議を行いました。社会環境の変化やお客様のニーズ、現場

実態を踏まえた上で、一部の店舗ではありますが、元日休業を実施する

事になりました。この取り組みの効果や課題の検証をきちんと行い、次

年度に繋げてきたいと思います。これからも「営業日、営業時間」は、社

会環境とお客様ニーズの変化に対応していくものという考え方のもと、

社員の納得感を前提に、様々な諸問題や課題について労使協議を通

じて確認していきます。

　ＩＹの商売の基本は「変化への対応と基本の徹底」です。社会環境

が変わればそれに応じてお客様のニーズも変化します。つまり、私たち

は環境変化からお客様のニーズがどのように変化するかを捉えてタイム

リーに対応し続けていかなければなりません。それは、労働組合の基本

である「雇用の確保」「労働条件の維持向上」の前提となるからです。

しかし、変化に対応する必要性や重要性は分っていても行動に起こさ

なければ意味がありません。企業別組合である以上、自分たちの労働

条件を維持向上させていくには自分たち自身で守っていくという考えを

持ち、全員で取り組んでいく必要があります。昨年より、「社員の意識と

マンパワーを結集し、
年末年始営業最大の成果を！
　労働人口減少から生じる人員不足や消費者・消費量の総量が減少する中、小売業界に於いても業績不振、合

理化問題など経営環境の厳しさが続いており、私たちＩＹも例外ではありません。現在、私たちは環境変化に対応し

た、新たなビジネスモデルの構築を目指して企業構造改革に取り組んでいます。2020年度を、業績回復を図り安定

的な企業基盤構築の元年としていけるよう、自分たち自身の将来に向けた安心づくりを目指し、更なる一歩を踏み出

していきたいと思います。

「営業日・営業時間」は、社会環境と
お客様ニーズの変化に対応していくもの

基本を大切に、環境変化に対応した
「生産性を意識した働き方の追求を」

ＩＮＤＥＸ

マンパワーを結集し、年末年始営業最大の成果を！

第3回団体交渉「ＩＹ構造改革発表を受けての組合員の声」について

2019年冬期一時金団体交渉妥結報告

労使協議を通じて新たなＩＹへ！

忙しいときこそ徹底した労務管理を！

2020年度支部活動計画について議論

支部活動活性化につなげる階層別研修会を開催！

台風15号・19号被災者への対応として、セブン＆アイ労連「特別カンパ見舞金」を実施

皆さんのご協力をお待ちしております！2020年度冬のＩＶＹ募金活動

支部の皆さんと地域貢献活動を実施しました！2020年度ＩＶＹ活動

みんなの工夫の力を発揮しよう！「改善＝工夫」運動 四半期表彰式

労働組合のロゴマークを皆さんと一緒に作ります！

田村まみ参議院議員活動報告！

イトーヨーカドーの歴史を振り返ろう！
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企業の風土改革」を目的とした労使協働の生産性向上活動として「改

善＝工夫」運動に取り組んでいます。私たちの日常業務の中に潜む生

産性を阻害する「ムリ・ムダ・ムラ」を一つひとつ改善していくことで、生

産性の高い経営体質・職場環境の実現を目指し続けていく意識と風

土をＩＹに醸成することが、安定的な企業基盤づくりに繋がると確信して

います。生産性向上の取り組みは「利益確保」に不可欠な要素である

のと同時に、企業や組織を支える「人的財産」を育てていく手段でもあ

ります。「意識や風土」を変えることは簡単なことではない事も十分に

理解しています。だからこそ「継続」して取り組み続けていかなければな

りません。継続していくためには、上長が部下に関心を持ち、取り組み

を評価する環境をつくることにつきます。私たちを取り巻く環境変化は

これからも多々あり、それは同時に商売をするうえでの厳しさにもなりま

す。イトーヨーカドー労働組合は過去から「涸れた井戸から水は汲めな

い」という考え方を基本に、その時々の環境変化を正しく捉え労働諸条

件の改善を目指して活動に取り組んできました。この大きな環境の変

化に対応していくうえで最も大切なことは、基本の考え方を踏まえたうえ

での取り組みであるかです。お客様の変化は、言い換えれば商売チャ

ンスでもあり、変化への対応力は、ＩＹのロイヤリティーにも繋がります。

「商売の基本＝お客様の変化」ということを共有し、それぞれの立場と

役割の中で生産性を意識した働き方に挑戦していきましょう。

　ＩＹの原点は、社是にもあるように「信頼と誠実」であり、このことを大

切にしてきました。会社は社員に対して、誠実さを持って対応をする、社

員はその誠実さに信頼感を得て仕事に取り組む。これは企業組織に

とってあり続けなければならないことです。就業管理の在り方について

も同様であり、労使で協議確認された、36協定を始めとする労使協定

（＝ルール）を遵守していかなければなりません。2019年4月より、働き

方改革関連法が施行され、労働時間に関する部分では、罰則付の時

間外労働の上限時間の制定、年次有給休暇の5日付与の義務化、勤

務間インターバルの努力義務化など長時間労働が社会問題化してい

ることへの対応に政府が本格的に動き出しました。5月には「パワハラ

防止法」も成立しています。これらの社会の環境変化に、ＩＹはまだまだ

対応仕切れているとは言えない状況にあります。これまで基本としてき

た仕事の仕方そのものをゼロベースで考え、変えていく時代であるとい

うことを労使双方が理解のうえ、働き方改革に取り組んでいかなければ

なりません。今年度の労使協議の中でも、不正就業の撲滅、36協定

遵守を大前提に、残業が月40時間を超えないための勤務体制（シフト・

拘束時間・休日等）の確認、休日取得の徹底（1月中の3連休取得）、

12月31日～1月3日の閉店後60分、30分退社、勤務間インターバル

の遵守を中心に年末年始の勤務体制について全社で取り組む内容を

確認しましたが大事な点は、「正しい就業管理を各店各売場・部署でど

う行うか」ということにあります。現場の正しい実態を踏まえて店労使

による協議・議論を重ねていかなければ改善に向けた具体的な対策

は打てません。今期は販売体制と人員配置の協議確認の両立を図

るための「事前労使協議」に支部労使で取り組むと同時に、労使確

認された内容を全社員にきちんと伝え、理解・納得感を得ることが、年

末年始最大ピークにおける業績向上と就業改善へ導く最善の策であ

るという認識を持ち労使一丸となり取り組んでいきたいと思います。皆

さんのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

4 5

中央執行委員長　渡邊　健志

ＩＹの原点は「信頼と誠実」
労使確認された就業ルールの遵守を

良き社員、良き会社風土を理解し、商売の原点に立ち返る

ために、「数値意識・風土構築・基本の徹底・挑戦・改善提

案」の要素を取り入れ、「ＩＹＩＳＭ手帳」として新しいスタイ

ルに変えて、新たな生産性向上に向けた意識改革の取り

組みを2018年度よりスタートしました。

＜IY ISM手帳＞
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36協定遵守を大前提に、残業が月４０
時間を超えないための勤務計画（シフ
ト、拘束時間、休日等）を作成する

３６協定特別条項の適用

不正勤務を許さない、発生させない

休日取得を徹底する

年末年始は、通常よりも
速やかに退社する

勤務間インターバルを遵守する

（１）計画に沿った勤務を実施することで、過度の長時間残   
業、連続出勤（休日未取得）等を発生させないこと。

（２）７日以上連続の出勤は禁止。シフトと出勤時間を必ず合
わせ、過度な早朝出勤は、勤労厚生部・労組へ連絡する
（午前5時以前）。 

※昨年の反省・現状の課題点、および営業・販促与件等を事　　
　前に確認する。

繁忙月にやむを得ず月４０時間超の残業が懸念される場合に
ついては、「３６協定特別条項」を適用すれば月の残業上限は
「６０時間」となる。
※事前に「３６協定特別条項適用申請書」を提出すること

不正勤務（先スキャン・休憩の水増等）を発生させないために
は、ＳＭ、管理統括Ｍが日々確認、注意喚起し、就業速報等
のデータを細かくチェックするとともに、受付と連携して管理を
徹底する。

（１） 月内取得の徹底。
（2） 三が日に１日以上出勤した社員は、１月中に３連休を取得
      させる。（NAF嘱託社員対象）
（3） 有休について、本人に業務都合で出勤して欲しい時は、
      取得を認めないのではなく、本人にきちんと説明し、他の
      日に取得を変更してもらう(時季変更権）。

前日の「就業時間」から翌日の「終業時間」までの間、「10時間
以上」の休息を設ける。対象は、非時間管理対象者（ＳＭ、管理
統括Ｍ）を含む全社員。上長が率先垂範で取り組む。

前回の「就業時間」から翌日の「始業時間」までの間、「10時間」
以上の休息を設ける。対象は、非時間管理対象者（SM, 管理統
括M）含む全社員。上長が率先垂範で取り組むこと。

（１） 閉店後30分以内退社・・・勤務シフトは原則閉店15分後まで
（2） 閉店後60分以内退社・・・勤務シフトは原則閉店45分後まで
（3） フロアごとに閉店時間が異なる場合は、応援体制等を含め
      退社時間を個々に明確にする。
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≪日時≫11月29日（金）９：00～12:00（新任ブロック長）13：00～17：30
≪場所≫組合本部会議室（第一麹町ビル）　
≪参加人数≫18名

≪スケジュール≫
１. 労働組合あいさつ
２．労働組合の基本とブロック
　　長の役割
３．ブロック長の具体的な活動
４．ブロック会議について

≪スケジュール≫
1.労働組合あいさつ
2.労働組合活動報告
　　2020年度活動方針について
3.職場リーダーの役割について

4.グループワーク
　労働組合結成50周年記念事業・行事について
5.総括

５．グループワーク
　（１）ブロック長としてどうあるべきか
　（２）どのような活動に取り組むか
　（３）労働組合結成50周年記念事業・行事について
６．総括

　「一支部一組合」のもと、より支部組織体制をフォローできるようバックアッ

プ体制の構築のため、ブロック長研修会を開催しました。

　ブロック長として、支部のサポートでは何が必要なのか、どういう役割で関わって

いくことが重要なのかなど、この研修会で共有を図りました。

　また、グループワークでは今後の具体的な目標を定めつつ、持続的な組合活

動になるよう議論を進めました。

　今回の研修会で学んだことを通じ、支部の活動をバックアップしていきます。

　今年度も支部活動には欠かせない職場リーダーである「イベント担当」「ＩＶＹ活動担当」「情報宣伝活動担当」「会計担当」の皆さんにご参加いた

だき、研修会を開催しました。

　労働組合の今年度の方針やポイントについて共有を行い、各職場リーダーごとにどのような役割があり、支部活動を進めていくための重要なポイン

トについて確認していただきました。

　この研修会で学んだことを活かし、支部代表委員長や支部役員と連携して支部活動を推進してきます。

  階層別研修会（職場リーダー）

  階層別研修会（ブロック長）
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　2019年11月５日（火）～11月25日（月）において、「2020年度上期
ゾーン活動・予算会議」を各ゾーンごとに開催しました。10月に開催した
「第50回定期中央大会」にて決定した活動方針を踏まえ、ゾーンとして
の目標、決意を伝え、ゾーン、ブロック、支部それぞれの活動計画を立案し
ました。まずは支部役員が活動の主旨・目的を正しく認識し、組合員との
コミュニケーションや様々な活動を通じて伝え、納得感のある参加・参画
から成果を残していくことが重要です。ここで立てた計画をもとに各支部
で、支部大会を開催し、支部の代議員の皆さんと支部活動計画、支部会
計予算について確認し、支部活動計画が決定しました。

　今回の支部大会は、支部役員と組合員が支部の活動について共通の認識

を持って進めていくために、2019年度の活動報告、今年度の活動方針の共有

と支部活動・予算の決議を行いました。今年度も支部の活動を皆さんと一緒

に推進していきます。

東京ゾーン

【葛西支部　支部代表委員長　阿部真由美】

　今回支部大会を開催し、前年の活動報告、今年度の活動

方針を正しく伝えることで「組合活動の目的を理解すること

ができた」という声を多くいただきました。そのうえで組合員

の声を反映して活動を推進していく重要性を感じました。今

後も丁寧に主旨・目的を説明し活動を推進していきます。

神奈川ゾーン

【桂台支部　支部代表委員長　岩本敏雄】 

　私の今年の目標は「仲間づくり」と「組合活動の参加者を一人でも多く増やす」ことです。

そのためには活動内容を組合員に随時共有していくことが必須と考えています。支部大会で

は、２０２０年度労働組合活動スローガン「未来への創造」に沿った桂台支部の年間活動計

画や新しい職場リーダーの紹介等を各部、代議員に説明。全員から承認をいただきました。　　　

　会社の業績が厳しい今だからこそ、職場の声を会社に伝える事前協議にこだわり、またそ

の内容を組合員にフィードバックしていくことで、労使の信頼関係を築き、従業員のモチベー

ションアップにつなげていきます。

≪スケジュール≫
１. オープニング
２. 労働組合あいさつ
３. ゾーン活動について

４. 労働組合結成50周年記念事業・行事について
５. ブロック別分科会
６. 決意表明
７. まとめ・写真撮影

ゾーン名 日時 日時

北海道ゾーン 11月７日（木）
13：00～17：30  札幌駅前ビジネススペース

東北・北関東ゾーン 11月５日（火）
13：00～17：30 ＴＫＰガーデンシティ仙台

埼玉ゾーン 11月７日（木）
13：00～17：30 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

千葉ゾーン 11月５日（火）
13：00～17：30 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

東京ゾーン 11月５日（火）
13：00～17：30 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

多摩・京浜ゾーン 11月７日（木）
13：00～17：30 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

神奈川ゾーン 11月5日（火）
19：00～21：00 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

信越・中京／西日本ゾーン 11月７日（木）
13：00～17：30 ホテルサンルートプラザ名古屋

本部ゾーン 11月25日（月）
19：00～21：00 組合本部会議室（第一麹町ビル）

神奈川ゾーン

柏支部 支部大会

青森支部 支部大会

千葉ゾーン

  ブロック長研修会

首都圏開催
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2020年度冬のＩＶＹ募金活動

2020年度ＩＶＹ活動

皆さんのご参加をお待ちしております！

　ＩＶＹ募金活動は、組合結成25周年の際に「労働組合としてボラン

ティアの精神を持つことは社会人にとって重要なことである」という考え

のもとスタートしました。

　今年度も多くの方にボランティアの精神を持っていただき、地域社会

に感謝の気持ちを表し、社会貢献活動の一環として取り組みを進めてい

きます。皆さんの募金へのご理解とご協力をお願いいたします。

千葉ゾーンと本部ゾーンにおいて、ＩＶＹ活動を実施しました。今後も、参加の輪を拡げ、地域の方や参加者同士の繋がり・ふれあいを

作ること目的にＩＶＹ活動を進めていきます。

千葉ゾーン 本部ゾーン
「第４回わかばフェスティバル」ボランティア
とき：2019年11月９日（土）
ところ：社会福祉法人福祉会社会生活介護事業所わかば園
参加人数：15名

参加者の声

・地域の方と一緒に楽しめる大切な活動、また来年も参加したい。新し
い参加者を増やしたい。
・昨年より学生のボランティアの参加が多く、ボランティア意識が地域
で高まっていると感じる。

参加者の声

・本部の近くに乳児院という施設があることを知らなかった。乳児院が
どんな施設なのか、乳幼児を預かるためのご苦労されていることを聞
けてよかった。
・ボランティアが力仕事だけではなく、おもちゃの消毒といった女性で
も取り組みやすい内容があることを知ったので、もっとたくさんの人が
参加できるといいと感じた。

「二葉乳児院」ボランティア
とき：2019年11月30日（土）
ところ：社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院
参加人数：９名

【募金期間】2019年12月１日（日）～2020年１月５日（火）

　～ＩＶＹ（アイビー）とは～
　「ＩＹ」の間にボランティアの頭文字「Ｖ」を入れ
た、イトーヨーカドー労働組合のボランティア活動
の総称です。また「アイビー」を日本語に訳すと「ツ
タの葉」という意味になります。このロゴマークは
1995年より使用しています。

皆さんのご協力をよろしくお願い致します。

支部の皆さんと地域貢献活動に取り組みました！

★
★ ★★
★★

　今回の「台風15号・19号」は、国内観測史上最大の勢力を持って、日本全体の広域に及ぶという激甚災害となりました。

この状況を鑑み、セブン＆アイグループ労働組合連合会として、被災された労連加盟組合の社員（組合員・非組合員に関係なく）「ＮＡ

ＦＰ嘱託社員」を対象に、「特別カンパ見舞金」を実施することを決定しました。

　東日本大震災時の対応を基本に、住宅被災の見舞金の対象者は「従業員本人」とし、「全壊」「半壊」の方を対象としています。ま

た、災害の多くは水害であり、自家用車の水没が多く発生していることから、日常使用している本人名義の車が「修理しても使用できな

い場合」に限り見舞金の対象として実施しています。

※「家財の損壊」「一部損壊」については対象外となります。

 １．死亡について
　従業員本人を基準として、本人により近い関係の方を対象に見舞金を実施しています。

　（１）本人、一等親（実養父母、子）、二等親（実養祖父母、兄弟姉妹、孫）の順に金額を設定します。

　（２）配偶者および義父母については、本人に近い関係であるため対象とします。

 ２．住宅被災について
　住宅の全壊・流失から、壁のヒビやガラスの破損を含め、多くの方が被災されました。今回、従業員本人の住居、持家に居住でき  

るかどうか（全壊・半壊）を基準とし、特に被災の大きい方を対象に「特別カンパ見舞金」を実施しています。

【全壊】200,000円・・・新築しなければ居住できない状態。

【半壊】100,000円・・・修理しなければ、そこに居住できない状態

（床上浸水、２階が倒壊して住めない等）

３．車輛被災について
　仕事や生活をする上で、車が不可欠な地域での被災があることから、日常使用している本人名義の車が、「修理しても使用できな

い場合（廃車）」に限り「特別カンパ見舞金」を実施しています。

【修理しても使用できない場合】50,000円・・・全壊や水没により廃車の場合

※二輪車（バイク）や自転車（電動含む）は対象外となります。

 ゾーン議長がお見舞いに伺いました。
　今回の特別カンパ見舞金の支給に該当される従業員の方に現状のお話を伺い、見舞金の対応をさせていただきました。

「台風15号・19号」で被災された組合員、従業の方 と々共に、ご家族、ご親族の皆様に心からお見舞い申し上げます。

台風15号・19号被災者への対応として、
セブン＆アイ労連「特別カンパ見舞金」を実施しています。

［見舞金内容］

  本部ゾーン

  国領支部



結成50周年記念事業

イトーヨーカドー労働組合は1970年に結成され、今年度50周年を迎えました。これまでの50年の歴史を振り返り、

支え育ててくれた歴史すべてに感謝し、未来を創造するシンボルとなる労働組合の「ロゴマーク」を作成します。

この「ロゴマーク」を様々な場面で活用していくことで、労働組合のさらなる周知を図っていきます。

組合員の皆さんからのたくさんの応募をお待ちしております。

応募方法 応募用紙に「支部名・名前・ロゴマークに込めた想い・ロゴマーク案」を記入のうえ、応募してください。
※件数の制限はございません。

【紙での応募】「IY 00労働組合 ロゴマーク担当宛」に社内メーラーで送付
【写真・データでの応募】特設サイトへアップロード▶ http://7ir-iy.com/websanka/50th-logo-entry/

対 象 者 組合員（個人またはグループ）

応募期間 2020年1月6日（月）～2月28（金）

選 考 応募の中から労働組合の考え方や労働組合のイメージに相応しいかを中央執行委員会にて選定。

副 賞 採用された方には、副賞をご用意させていただきます。

ご不明な点は支部役員または労働組合 （3940）へお尋ねください。

Web! SANKA!
タイムトラベル

労働組合の歴史はこちら

20 21

皆さんと一緒に
ロゴマーク
皆さんと一緒に
ロゴマーク
作ります作ります

労働組合の労働組合の

をを
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【参考例】

ロゴマークに込めた想い

ロゴマーク案

IとYをモチーフに利益と
ういう水を表しています。

質問内容
・ 国際労働機関（ＩＬＯ）で成立した「ハラスメント禁止条約」について、日本国として条約批准するつもりがあるのか。

・ 改正労働施策総合推進法（通称：パワハラ防止法案）において、第三者からのハラスメントに対し、事業主が講ずる防止

措置から除外したのはなぜか。

・ パワーハラスメントに限定したことで、その他、第三者から受けるハラスメントが防止できない。ＵＡゼンセンから178万筆の

署名を提出したが、少なくとも、178万人は、今回の法改正から漏れたことを落胆していることは認識いただきたい。

・ 職場でおけるパワーハラスメントに限定しているが、セクハラ、ＳＯＧＩハラ、第三者間とのハラスメントなどのハラスメント全体

と区別しては、事業主の講ずべき措置が促進されないのではないか。

・ 例えば、顧客から店舗の責任者を出せと言われ、責任者として駆け付けた25歳の女性がいました。しかし、顧客は、周囲で

買い物していた他の顧客が振り向くくらいの大きな声で、『あんたみたいな女が責任者なわけないだろう！バイトではなく男

の店長連れてこい！』この例題は、パワハラかセクハラか何ハラスメントか。これは、私のサラリーマン時代の実話であり、私

は、人権侵害にあたると 考える。

・ 実際に、第三者から受けるハラスメントが原因で、精神疾患になり、その後自ら命を絶たれた事例もある。ハラスメントのす

べてを包括的にして、そのうえで、現状の防止措置ではなく、禁止・罰則規定を設けるか、人格侵害行為として、独立した

法案を定めるなど、労働者の命の問題と捉え、取り組みをお願いする。

質問内容
「会社法の一部を改正する法律案」について、私たち生活者の目線で、働く労働者の

賃金引上げの必要性とあるべき労働分配率に関して法務大臣に質問しました。

このほか、コーポレートガバナンスと法改正に関連し、以下の質問を実施しました。

・株主提案権とその行使

・社外取締役の選任のメリットと人材

・インセンティブ報酬

・役員報酬の決定　など

「Web！SANKA！」の“タイムトラベル”や今年度発行の「SANKA！」において、イトーヨーカドー労働組合の歴史についてまとめています。

イトーヨーカドー労働組合のイメージを掴むためにも事前にぜひご覧ください。

2020年1月6日（月）より応募を開始いたします。たくさんのご応募お待ちしてます！

イトーヨーカドー労働組合「ロゴマーク」応募用紙

支部№・支部名

社員群 Ｎ　・　Ａ　・　Ｆ　・　嘱託　・ Ｐ

名前

部門名

社員番号

人数

＊グループで応募の場合は、代表者を記入のうえ、グループの人数をご記入下さい。

ログマークに込めた想い

ロゴマーク案

＊　　　　　
　とセットで使用されます。

【応募方法】　①または②のいずれかで、ご応募ください

①【メールで応募】
本紙をスキャンし、「IY 00 労働組合 ログマーク担当」へ社内メーラーで送付。

②【Webから応募】
http://7ir-iy.com/websanka/50th-logo-entry/
上記へアクセス。ロゴマークの写真を撮って、アップロード。

田村まみ参議院議員活動報告！

厚生労働大臣に対し、
初質問で
ハラスメント対策を問う！

第２００回臨時国会において活躍中！

～令和元年11月1９日（火）参議院・厚生労働委員会～

わたしたちの「田村 まみ」参議院議員、国会議員となり、3ヵ月が経過

しました。11月19日、参議院・厚生労働委員会において、いよいよ初質

問の日を迎えました！スタートこそは、緊張した面持ちでしたが、主に、

「悪質クレームを含む、ハラスメント対策」について、私たちの代表とし

て、堂 と々厚生労働大臣に質問しました。

１１月２７日、参議院・本会議において代表質問に立ちました。




